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はじめに

　2020年１月20日、当時の安倍内閣総理大臣は、
第201回国会における施政方針演説で、一億総活躍
社会の実現を謳い、全世代型社会保障をめざした
社会保障制度改革の実行を掲げた。「2022年には、
いわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者とな
る中で、現役世代の負担上昇に歯止めをかけるこ
とは、待ったなしの課題です」との表現を用い、
75歳以上であっても一定以上の所得がある方の窓
口での二割負担、大病院の受診時における定額負
担に言及した。この演説に先立つ１月15日、国内
で初めて新型コロナウイルスに関連した肺炎の患
者が報告され、我が国も現代社会として初めての
パンデミックを経験している。2021年１月18日、
菅内閣総理大臣は、第204回国会における施政方針
演説を「安心」と「希望」をキーワードに行った。
「若者と高齢者で支え合い、若い世代の負担上昇を
抑えることは、長年の課題であり、いよいよ待っ
たなしです」との表現のもと語られたのは、75歳
以上の窓口負担２割への引上げによる720億円の
現役世代の保険料負担削減と薬価の毎年改定の実
施で７割の品目の薬価を引き下げ医療費で4,300
億円、国費で1,000億円の国民負担の軽減を行うと
する新政権の実績である。
　2013年、民主党政権下で国民に発せられた「社
会保障制度改革国民会議報告書」１）では、すでに
「待ったなし」との文言が読める。「制度の改革に
ついては、将来あるべき社会像を想定した上で、
短期と中長期に分けて実現すべきである。すなわ

ち、まずは、消費増税という国民負担を社会保障
制度改革の実施という形で速やかに国民に還元す
るため、今般の一体改革による消費税の増収が段
階的に生じる期間内に集中的に実施すべき改革で
ある。また、中長期とは、団塊の世代がすべて75
歳以上となる2025（平成37）年を念頭において段
階的に実施すべき改革である。こうした時間軸に
沿って、国民の合意を得ながら、目標に向けて着
実に改革を進め、実現していくことが必要である。
そもそも、少子高齢化が急速に進む我が国の現状
を踏まえれば、社会保障制度改革の実施は先送り
できない待ったなしの課題である。このことを十
分に認識しながら、この改革を進めていく必要が
ある。」
　待ったなしの10年が過ぎていく中、診療報酬の
改定財源でもあるかの如くに薬価の引き下げが行
われる。近年では、薬剤費は度重なる薬価改定の
影響もあり GDP 成長率の変動とほぼパラレルな
動きとなっている（図）。
　菅総理大臣は国会における初めての所信表明演
説の中で、安心の社会保障を謳い、「一方で、各制
度の非効率や不公平は、正していきます。毎年薬
価改定の実現に取り組む」と述べた。薬価の非効
率、不公平とは、何を指しているか。まさか薬価
と市場実勢価に乖離が生じることが直ちに非効
率、不公平であるとの短絡的な認識ではないとは
思うが、薬剤費関連に関わらず、制度の非効率や
不公平を正していくことは必要であろう。
　我が国において待ったなしの社会保障制度改
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１）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf
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革、とりわけ医療保険制度改革を行っていく上で、
公的保険の負担のあり方、給付のあり方という
キーワードは、議論を避けては通れないのではな
かろうか。医薬品産業としてもこの議論の動向を
踏まえて上での取り組みが必要であるとの私見に
立って、本稿では、我が国における給付のあり方
についての議論動向を2020年時点として俯瞰して
おく。無論、政策動向を見ていく上では全体像の
把握が不可欠であるが、本稿においては、社会保
障のうち医療の公的保険による給付のあり方に直
接的に関係する部分のみを抽出して記載すること
とする。

１．官邸

　2014年11月、安倍内閣総理大臣は、消費税の10
％への引上げを法定の2015年10月には行わず18ヵ
月延期する旨を表明し、一方で2020年度を目途と
する財政健全化目標は堅持するとして、その達成
に向けた具体的な計画を策定すると述べた。その
後、2015年６月に閣議決定された「経済財政運営
と改革の基本方針2015」の中で、経済と財政双方

の一体的な再生を目指す「経済・財政再生計画」
が定められた。この計画では、主要な改革項目と
して社会保障分野について44項目（全体では80項
目）が掲げられている。公的保険による医療の給
付に直接的に関わると考えられる項目としては、
以下が掲げられている２）。

（表１）�「経済・財政再生計画」における公的保険
による医療の給付に直接的に関わると考
えられる項目（公的医療給付関連・番号は
「経済・財政再生計画」における付番）

⑨　�かかりつけ医の普及の観点からの診療報
酬上の対応や外来時の定額負担について
検討

⑯　�セルフメディケーションの推進
　　�（医療用医薬品の有効成分のうちスイッチ
OTC化が適当と考えられる候補品目につ
いて、医学・薬学の専門家、消費者等の多
様な主体で構成する評価検討会議を設置
し、新しい評価スキームの運用を行う）

㉔　�世代間・世代内での負担の公平を図り、負
担能力に応じた負担を求める観点からの
検討

　　�（高額療養費制度の在り方、医療保険にお
ける後期高齢者の窓口負担の在り方）

㉗　�公的保険給付の範囲や内容について適正
化し、保険料負担の上昇等を抑制するため
の検討

　　�（医薬品や医療機器等の保険適用に際して
費用対効果を考慮すること、生活習慣病治
療薬等について、費用面も含めた処方の在
り方、市販品類似薬に係る保険給付につい
て見直し）

　消費税引き上げは、2019年10月実施へと再びの
延期が2016年６月に表明されている。「経済・財政
再生計画」は2020年度までの前半にあたる2016年
度からの３年間を集中改革期間と位置付ける計画
であったが、中間評価を経て、「経済財政運営と改
革の基本方針2018」の中で「新経済・財政再生計
画」が策定されている。この間の各年度の「経済
財政運営と改革の基本方針」（以下、骨太の方針）
には、公的医療保険の給付のあり方について下表
のとおりの具体的記載がなされている。

２）https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/report_271224_2.pdf

図：薬剤費の動向（2011年基準）
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出所：�薬価改定の経緯と薬剤費及び推定乖離率の年次推移
について、中央社会保険医療協議会�薬価専門部会
（第159回）、20191108、https://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi2/0000212451_00018.html、2018年度国民経済
計算、内閣府、https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/
data/data_list/kakuhou/files/h30/h30_kaku_top.
html　より作図

参考資料：�「令和３年度予算の編成等に関する建議」（Ⅱ－
１－13薬剤費の動向）、2020年11月25日、財政
制度等審議会財政審で提示された薬剤費・薬価
改定率と GDPの推移のグラフについて、同じ
データを用い、基準年を2011年に変更した。
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（表２）�骨太の方針における給付のあり方について
の記述

骨太の
方針年度

医療の公的保険給付のあり方についての
具体的な記載

2015

◦�医薬品や医療機器等の保険適用に際し
て費用対効果を考慮
◦�生活習慣病治療薬等について、費用面も
含めた処方の在り方
◦�市販品類似薬に係る保険給付

2016
◦�革新的医薬品等の使用の最適化推進を
図る
◦�生活習慣病治療薬等の処方の在り方等
について

2017
◦�医師の指示に基づくリフィル処方の推進
◦�重複投薬や多剤投与を含む処方の在り
方について

2018

◦�全世代型の給付と負担のバランスの取
れた社会保障制度の構築に向け、構造改
革を進めていく
◦�新規医薬品や医療技術の保険収載等に
際して、費用対効果や財政影響などの経
済性評価や保険外併用療養の活用など
を検討
◦�薬剤自己負担の引上げについて、市販品
と医療用医薬品との間の価格のバラン
ス、医薬品の適正使用の促進等の観点を
踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点
から、引き続き関係審議会において検討
◦�外来受診時等の定額負担導入を検討

2019

医療等のその他の分野についても、基盤強
化期間内から改革を順次実行に移せるよう、
2020年度の骨太方針において、給付と負担
の在り方を含め社会保障の総合的かつ重点
的に取り組むべき政策を取りまとめる。

2020 2019に準じる（新型コロナウイルス感染症
対策のため）

出典）��各年度の「経済財政運営と改革の基本方針」参照
　　　�https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/

cabinet/cabinet-index.html

　「新経済・財政再生計画改革工程表2020」では、
前述の社会保障関連44項目に加え、負担について
は、高齢者医療制度や介護制度において所得のみ
ならず資産の保有状況を評価しつつの「能力」に応
じた負担の検討、後期高齢者の窓口負担について
検討が掲げられている。給付については、「薬剤自
己負担の引上げについて幅広い観点から関係審議

会において検討し、その結果に基づき必要な措置を
講ずる」「外来受診時等の定額負担の導入を検討」
「新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費
用対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併
用療養の活用などを検討」が掲げられている。

２．財務省

　我が国の現状の社会保障に対する財務省の基本
認識は、受益（給付）と負担が不均衡３）であり、
この不均衡を是正すべく給付と負担の両面の改革
が必要という側面を持つ。財政制度等審議会は
2020年７月に「今後の財政運営について」を発出４）

し、パンデミック発生後の財政運営に関する見解
を示している。一層悪化した財政から目をそらし
てはいけないとして、低金利環境の継続を当然視
せず、歳出と歳入の両面への不断の取り組みが必
要であるとしている。社会保障については、制度
改革をいささかも後退させることなく着実に進め
ていく必要があるとしている。
　「令和３年度予算の編成等に関する建議」では、
公的保険による医療給付について、「国民皆保険を
維持しつつ、制度の持続可能性を確保していくた
めの制度改革の視点として、保険給付範囲の在り
方を見直していくことと必要な保険給付であって
も効率的に提供していくことが避けられない」と
して、効率的な給付にとどまらず明確に給付のあ
り方の見直しが必要であるとの認識を例年通り明
記している。「保険給付範囲の見直しのあり方の見
直し」は、「患者に係る保険給付範囲（患者負担）
のあり方の見直し」と「医療技術や医薬品等に係
る保険給付範囲のあり方の見直し」に大別して整
理されており、前者には、後期高齢者の患者負担
割合の引き上げや、紹介状なしで大病院を受診す
る場合等の定額負担の拡大などが掲げられてい
る。後者は、「薬剤費の適正化」とも記され５）、「薬

３）「現実には高齢者医療・介護給付費の５割を公費で賄うなど、公費負担に相当程度依存しているうえ、特に近年、公費
負担の比重の大きい高齢者医療・介護給付費の増に伴い、社会保障給付費に占める公費の割合は上昇している。しかも
本来税財源により賄われるべき公費の財源について、特例公債を通じて将来世代へ負担が先送られているため、受益
（給付）と負担の対応関係が断ち切られている。」（令和３年度予算の編成等に関する建議）とある。

　　�https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20201125/
zaiseia20201125.html

４）「今後の財政運営について」2020年７月２日、https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_
fiscal_system/report/zaiseia20200702/01.pdf
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剤費に係る予算統制の正常化」（財政影響を勘案し
て新規医薬品の保険収載の可否を判断すること
や、新規医薬品を保険収載する場合には保険収載
と既存医薬品の保険給付範囲の見直しとを財政中
立で行うことを含む）、新規医薬品の薬価算定方式
の妥当性・透明性の徹底、既存医薬品の保険給付
範囲の見直し、既存医薬品の薬価改定（毎年薬価
改定）などが掲げられている。2021年度の予算編
成の建議の位置づけとしては、給付のあり方につ
いての具体的内容は主に薬剤給付に限定した記載
となっている。

３．全世代型社会保障

　骨太の方針に初めて「全世代型社会保障」の文
言が登場するのは2017年の骨太の方針である。そ
の後、「全世代型社会保障」のキーワードは重用さ
れ、2018年には内閣６）に全世代型社会保障改革担
当大臣が設置された。当初は主に未来投資会議の
中で全世代型社会保障についての議論が行われた
が、2019年９月には新たに「全世代型社会保障検
討会議」（以下、検討会議）が総理大臣を議長とし
て開催される運びとなった。検討会議は2020年12
月までに通回12回開催され、2019年12月に中間報
告７）を発出している。その後、2020年１月15日に
国内で初めて新型コロナウイルス陽性患者が確認
されて以降、緊急事態宣言を伴うパンデミックを
経験する中で、検討会議の議論も難しい運営を迫
られたことが想像できる。検討会議は「全世代型
社会保障改革の方針（案）」（以下、方針）を2020
年12月14日に取りまとめ８）ている。中間報告、方
針のいずれにも「給付のあり方」という直接的な

表現は登場しない。方針に記載されている給付の
あり方に関わると考えられる事項は、「不妊治療へ
の保険適用」、「後期高齢者の自己負担割合の在り
方」９）、「外来受診時定額負担」となっている。

３．厚生労働省

　厚生労働省では、上記の骨太の記載や全世代型
社会保障検討会議の進捗を踏まえながら、2018年
に「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」
が設置され2019年５月に取りまとめが発出されて
いる10）。また社会保障審議会医療保険部会におい
て、医療制度改革に向けた多くの議論が行われて
いる。特に全世代型社会保障会議が中間報告を発
した2019年12月以降、パンデミック下にも関わらず
精力的に開催されてきた。この中で給付のあり方に
直接的に関わると考えられる検討項目としては、後
期高齢者の窓口負担の在り方の見直し、不妊治療
の保険適用に向けた検討、薬剤自己負担の引き上
げ、今後の医薬品等の費用対効果評価の活用、大
病院受診時の定額負担が論じられている。なお、薬
剤自己負担の引き上げについては、「市販品類似の
医薬品の保険給付の在り方」や自己負担の引上げ
以外の方策による薬剤給付の適正化策（セルフメ
ディケーションの推進等）が論じられている。

４．支払側の主張

　健康保険組合連合会は、「医療費適正化に向けた
給付と負担のあり方に関する調査研究報告書」11）

（以下、報告書）を2018年に公表し、「骨太の方針
2015」に記載の事項を中心に、公的医療保険の給
付と負担のあり方について考えられる論点と見直

５）「令和３年度予算の編成等に関する建議」本文には「薬剤費適正化」の記載がなされている。参考資料には同表記での
タイトルは読み取れないが、本稿で提示した「薬剤費の動向」として20年前の2000年を起点としたGDP、薬剤費、既存
薬価の改定率の推移の比較がなされている。

　　�https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20201125/
zaiseia20201125.html

６）第４次安倍内閣改造内閣（平成30年10月２日発足）
７）全世代型社会保障検討会議中間報告
　　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/pdf/cyukanhoukoku_r011219.pdf
８）なお本方針は翌日2020年12月15日に閣議決定されている。
　　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/pdf/kaikakuhosin_r021215.pdf
９）方針では、「後期高齢者（75歳以上。現役並み所得者は除く）であっても課税所得が28万円以上（所得上位30％２）か
つ年収200万円以上（単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上）の方に限って、その
医療費の窓口負担割合を２割とし、それ以外の方は１割とする。」とされた。

10）https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou_306350_00001.html
11）https://www.kenporen.com/include/outline/pdf/chosa27_01.pdf
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しの方向性を示した。健保連は、報告書の中で、
給付と負担のあり方について「本来、保険では、
支出に見合った保険料収入を確保することが基本
である。一方で、保険料は経済と密接に結びつい
ており、医療支出の増加に合わせて、保険料を増
やすことには限界がある。このように負担能力に
限界がある中で、どこまでを給付範囲とするのか、
あるいはどこを給付外とするのか議論する必要が
ある。」としている。そのうえで、具体的には、
⑴在宅療養等との公平確保「入院患者の居室代見
直し」、⑵受診時定額負担・保険免責制の導入、
⑶生活習慣病治療薬等についての費用面も含めた
処方のあり方、⑷市販品類似薬等に係る保険給付
の見直し、⑸長期収載品に対する保険給付のあり
方の見直しについて、論点と見直しの方向性をま
とめている。一部、方向性を抜粋すると、⑶につ
いては、費用対効果評価の仕組みを導入したフ
ォーミュラリや処方ガイドラインを作成・運用し
ていくべきとしている。また⑷については、保険
給付の範囲を見直し、一般用医薬品として定着し
た市販品類似薬について給付から除外することや
給付に一定の条件・上限を設けること、セルフメ
ディケーション推進の観点からより一層の OTC
化を推進することが必要である、としている。
　また、2019年５月には、白血病治療薬「キムリ
ア」の保険適用を受けて「「保険給付範囲の見直
し」に向けた意見」12）を健康保険組合連合会と全
国健康保険協会が連名で発出し、公的医療保険の
給付範囲について、除外も含めて、改めて見直し
を検討することが喫緊の課題であるとしている。
具体的には重症疾患の保険でのカバーを確実にす
る一方、軽症疾患用医薬品に対するスイッチOTC
の推進、医薬品の重要度に応じた保険償還率の段
階設定などの検討を求めている。
　さらに、「次期（筆者注2020年度）診療報酬改定
に向けた政策提言」を2019年８月に発出した。こ
の中で給付のあり方に関し、花粉症治療薬のOTC

類似薬全般について、保険適用からの除外や自己
負担率の引き上げを進めるべきとしている。

５．その他

　一方、日本医師会は、全世代型社会保障検討会
議の最終報告取りまとめなど政府の動向につい
て、定例記者会見の中で言及している。この中で、
「財政面からの保険給付を狭めるような議論では
なく、いかに国民の健康を守るかという視点から
の議論をして欲しい」と要望している。また、「日
本医師会としては社会保障給付の大幅カット、歳
出縮小は国民生活を脅かし容認出来ない」との考
え方も示している13）。

６．まとめ

　以上、医療の公的保険による給付というキー
ワードに注目して、昨今の議論を概観した。日本
は、赤字国債を発行しながら、社会保障の給付を
先行させるという「給付先行型福祉国家」を作り
上げてきた。その過程では、給付のみならず、景
気も先取りしてきたとの指摘13）もなされている。
プライマリバランス黒字化の要否を含め、財政政
策のあり方は、本稿の全くの対象外であるが、将
来にわたって持続可能な社会保障制度を築いてい
く必要性は一般的な合意があるものと考える。こ
れまで医療の給付と公的保険の関係性をどう考え
るかについては、必要な医療は保険で給付するこ
とが基本とされてきた。この考え方に今後いかに
向き合っていくかは、単に財政の問題のみならず、
衛生観念や健康に対する考え方、果ては死生観ま
で含め、本質的には国民的議論が必要であろう。
薬剤費を社会保障財政の調整要素とし続けること
は持続性のある対応とは言えないだろう。また薬
剤給付のあり方を論じるとなると、薬剤給付は医
療給付の一部であることを踏まえると、医療自体
の給付のあり方を論じることが必要となるだろ
う。関係者による不断の議論を期待したい。

12）https://www.kenporen.com/press/2019-05-15-11-49.shtml
13）「平成30・令和元年度医療政策会議報告書　人口減少社会での社会保障のあるべき姿」、2020年３月、https://www.med.
or.jp/dl-med/nichikara/isei/isei_r01.pdf

　　「平成30・令和元年度�医療政策会議報告書」、2020年３月、日本医師会医療政策会議、https://www.med.or.jp/doctor/
policy/conference/000381.html


